
壁壁掛掛型型隔隔測測式式温温度度計計  

ＶＶＢＢ－－１１００００ＰＰ  取取扱扱説説明明書書  

 

○このたびは「壁掛型隔測式温度計」をお買いあげいただきありがとうございました。 

○この商品は温度を測るためのものです。それ以外のご使用はしないでください。   

○ご使用前には必ず以下の取扱説明文（ご使用方法・注意事項等）をお読みになり、大切に保存してください。 

 

１．ご使用方法                                                               

   ①箱をあけてエアパッキンを取り除いてください。 

   ②ご注文になった商品がご指定の温度範囲及び感温部の長さ等にまちがいがないかご確認してください。 

   ③束ねてあるリード線をねじらないように取り扱ってください。 

   ④本体ケースを設置場所にビスまたはボルトで取り付けてください。 

 

２．各部の名称 

 
 

３．  注意事項 感温部を必ず被測温物に全没させてください。  

 

①取付ける前に--------梱包、輸送には充分気を付けておりますが、箱から取出して仕様、外観及び 

５分ほど経過した後に周囲温度との大きな相違が無いか確認してください。 

 ②本体指示部は、防水構造ではありません。 

  ③指示部は、高温、多湿（50℃、85％RH以上）のところ、振動、及び腐食性の強い場所に放置、設置 

しないでください。 

  ④指示部取付孔を、大きくしたり別に孔を開けないでください。 

  ⑤取付姿勢は、垂直規定です。取付高位置は、指示部本体より感温部を下に約600m/m高さで調整して 

あります。（感温部が上になるとプラス指示となります。） 

  ⑥感温部の取付は、感温筒を水平又は、先端を下向きにしてください。（投込式） 

  ⑦感温筒が被測温物と十分接触してない時は、指示の時間的遅れと、指示温度誤差が発生する原因と 

なります。 

  ⑧常時使用する温度の最高値は、最高目盛温度の70～80％位までの温度設定としてください。 

  ⑨最高目盛温度以上になると故障の原因になります。 

  ⑩リード線を無理に曲げたり、引っ張ったり、つぶしたり、ねじれを繰り返すと断線の原因になります 

ので絶対にしないでください。 



●点検及び保守について 

   ・指示針が動かないときは--ブルドン管、溶接部からのガス漏れ又は、拡大機構部の破損等です。 

   ・指示値が狂ったときは----ブルドン管の劣化、変形、拡大機構部の摩擦等です。 

                 上記の場合は、弊社へ修理依頼をしてください 

   ・点検--------------------年１回位は他の正しい温度計（ガラス棒状温度計等）          

               を使用し、感温部と一緒に10分位経った時の指示値の 

               比較を定期的に実施してください。 

 

４．仕様 製   品   名  壁掛型隔測式温度計 

 型       式  ＶＢ－１００Ｐ 

 ケ ー ス 外 径  φ１１０ 

 ダ イ ヤ ル 径  φ１００  
製品番号 目盛範囲 リード長 

 ケ ー  ス 構 造  防滴  

 ケ ー ス 材 質  ６ナイロン（ガラス３０％)  
4300-08 0～80℃ 1ｍ 

 透 明 板 材 質  ガラス  

 感 温 部 材 質  Cut･Niメッキ  
4300-01 0～100℃ 2ｍ 

 感温部太さ × 長さ  φ８×１１８mm  

 リ ー ド 線  材 質  Cut･Niメッキフレキ付  
4300-12 0～120℃ 2ｍ 

 精         度  ±１目盛  

            （不均等目盛） 

 

５．インターネットホームページ 

     弊社製品の最新情報は、インターネットホームページでご覧いただけます。 

http://www.sksato.co.jp 
 

６．保証規定                                                       

  ①説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後１年間無償で修理いたします。 

その他の責はご容赦願います。 

  ②修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店又は弊社にご持参またはご送付ください。 

  ③保証期間内でも次の場合は有償修理になります。                 

    イ．誤用、乱用及び取扱不注意による故障。                    

    ロ．火災、地震、水害等の災害による故障。                     

    ハ．不当な修理や改造に起因する故障。                         

    ニ．使用中に生じたキズなどの外観上の変化。                   

    ホ．消耗品及び付属品の交換。                                

    ヘ．本証の提示がない場合及び必要事項(お買いあげ日、販売店名等)の記入がない場合。 

  ④本証は日本国内でのみ有効です。また本証は再発行いたしません。大切に保存してください。 
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